
療養費支給申請書の記入例 
◎申請方法について、該

当する番号を○で囲ん

でください。 

 

◎組合員が申請される場

合は「1」を、組合員が

死亡された場合であっ

て遺族の方が申請され

る場合は「2」を○で囲

んでください。 

 

 

◎上の「申請者区分」で

｢2」を選択された場合

(組合員の遺族の方が   

申請される場合）のみ

記入してください。 

 

 

◎申請理由に応じて、医

師の証明書（明細書）

等と領収書を添付して

ください。 

※添付書類は下表を

ご覧ください。 

 

◎受領方法について、組

合員ご本人の口座へ振

込送金を希望される場

合は「1」を、事業主等

の代理人への受領委任

（代理人を通じての受

領）を希望される場合

は「2」を○で囲んでく

ださい。 

 

◎上の「受領方法」で

｢2」を選択された場合

(代理人への受領委任を

希望される場合）のみ

記入してください。 

 

 

  

 

 

◎組合員(または遺族であ

る申請者)にご記入いた

だく項目です。被保険

者証等をご確認のうえ

記入してください。 

◎日中連絡がとれる電話

番号を記入し、「1 自

宅」～「3 その他」の

いずれかを○で囲んで

ください。 

 （「3」の場合、括弧内

にその種類を記入して

ください。） 

◎療養を受けた被保険者

氏名、その他申請内容

をご記入いただく項目

です。 

◎「療養の給付を受ける

ことができなかった理

由」欄の「2」～「7」

に該当しない場合、

「1」を○で囲み、括弧

内に理由を記入してく

ださい。 

 （記入方法にご不明な

点がある場合、組合に

ご確認のうえ記入して

ください。） 

◎「2」の場合は組合員

（または遺族である申

請者）が記入してくだ

さい。 

 

◎振込先を記入してくだ

さい。（事業主への受領

委任を希望される場合

は記入不要です。） 

 記入誤りがあった場合

は振込送金ができませ

んので、できる限り通

帳の写しを添付してく

ださい。（その場合、こ

の欄は記入不要です。) 

  
 

 ◎事業主への受領委任を希望される場合、 
  ①「受領方法」欄の「2」を○で囲み、住所、氏名等を記入してください。 
  ② 代理人の「氏名」欄に事業所名称と、事業主氏名を記入してください。 

  この場合､｢申請者との関係」以下の項目と「振込先」欄の各項目は記入不要です｡ 

 

 

◎ 添付書類について（支給要件等については、組合にお問い合わせいただくか、組合ホームページ等によりご確認ください。） 

※ 療養の給付を受けることができなかった理由 添付書類（すべて原本が必要となります。） 

1 （やむを得ない理由）で、診療費を自費に
より支払った場合 

・診療内容が明らかになる明細書及び領収書 

  → 別紙「領収（診療）明細書」 

2 コルセット（サポータ、小児用弱視等の眼鏡）
等治療用装具を装着した場合 

 

 

・療養上治療用装具を必要とする医師の意見書 

  → 別紙「意見及び装具装着証明書」 

・治療用装具の領収書 

※小児用弱視等の治療用眼鏡の場合は検査書が必要です。（意見書に記載があれば不要です。） 

6 輸血を受けた（生血の費用を支払った）場合 ・輸血を必要とする医師の意見書  ・血液代金の領収書 

7 海外の病院等で受診した場合 

 

・海外の病院等で発行された診療内容明細書 
・     〃      診療費の領収書 
・調査に関わる同意書（パスポート写し等、渡航中の療養であることが確認できる書類を添付） 

◎ その他の添付書類 

・け
・

が
・

のため療養費の支給を受けようとする場合、「組合員負傷届」を添付してください。 
・交通事故、闘争など第三者行為によるけ

・

が
・

のため療養費の支給を受けようとする場合、「第三者行為による被害届」を添付してください。 
 （「組合員負傷届」、「第三者行為による被害届」は、組合ホームページから印刷できます。印刷環境がない場合は組合までご連絡ください。） 

② 

①  

※ 

別紙に証明を受けていただくか、医療
機関で交付されたもの（明細書、意見
書、領収書）を添付してください。 

必ず翻訳文を添付してください。また、翻訳者が
署名し、住所、電話番号を記入してください。 


